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研究要旨 

 

目的：2010年～2018年にかけて睡眠薬の適正使用を目的とした診療報酬改定が計 4回行われた。先

行研究において、睡眠薬の多剤併用に対する診療報酬改定の効果が調査されたものの、睡眠薬の長

期処方に対する効果は調査されていなかった。 

方法：日本医療データセンターより抽出条件を指定し、2005年 4月～2021年 3月に健康保険組合に

加入していた加入者（勤労者及びその家族）の診療報酬情報を抽出した。睡眠薬が初めて処方され

てから中止されるまでの期間（連続処方期間）を最大 12ヶ月まで調査した。診療報酬改定が行われ

た時期で 4つの期間を設定し（期間 1：2009年 4月～2011年 3月、期間 2：2012 年 4月～2013年 3

月、期間 3：2014年 4月～2015 年 3月、期間 4：2018年 4月～2019年 3月）、診療報酬改定が連続

処方期間を短縮したかを検討した。 

結果：睡眠薬を初処方された対象者の年齢と性別は期間をとおして変化なかった。初処方月の睡眠

薬の種類の数や睡眠薬力価は概ね同じであったが、初処方された睡眠薬のクラスはベンゾジアゼピ

ン系睡眠薬の割合が減り、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬やメラトニン受容体作動薬、オレキシン受

容体拮抗薬の割合が増えていた。全対象者のうち 10.9％が 12ヶ月連続で睡眠薬を処方されていた。

生存分析では、睡眠薬の連続処方期間について、4つの期間の間に有意差は認められなかった。 

考察：本研究では、睡眠薬の適正使用を目的とした計 4 回にわたる診療報酬改定の睡眠薬長期処方

に対する効果を調査したが、診療報酬改定の効果を示すことはできなかった。ただし、2018 年の診

療報酬改定はベンゾジアゼピン受容体作動薬の長期処方を対象としたものであり、本研究では睡眠

薬の連続処方期間を調査したものの、ベンゾジアゼピン受容体作動薬の連続処方期間は調査してい

ない。そのため、今後ベンゾジアゼピン受容体作動薬の連続処方期間に対する診療報酬改定の効果

が検証されることが望まれる。 

 

Ａ．研究目的 

 

ベンゾジアゼピン受容体作動薬の長期投与、高

用量投与、多剤併用は依存形成のリスク因子であ

る。そのため、2017年3月にPMDAは「ベンゾジアゼ

ピン受容体作動薬の依存性について」という医薬

品適正使用のお願いを発出し、医療従事者に注意

喚起を促した。また、2010年～2018年にかけて合

計4回の診療報酬改定が行われた（表1）。2010年

～2016年の計3回の診療報酬改定は向精神薬の多

剤併用を抑止する目的で行われ、一定の効果が認

められた(1)。2018年の診療報酬改定はベンゾジア

ゼピン受容体作動薬の長期処方を抑止する目的

で行われ、ベンゾジアゼピン受容体作動薬である

抗不安薬・睡眠薬を１年以上同一の用法・用量で

継続処方している場合に、処方料・処方箋料が減
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算されることとなったが、その効果は調べられて

いなかった。そのため、我々は睡眠薬の長期処方

に対する診療報酬改定の効果を検証するため本

研究を行った。 

 

 

Ｂ．研究対象と方法 

 

1. 診療報酬データ 

 

解析データは、複数の健康保険組合での診療報

酬情報を保有する日本医療データセンター（東

京）に条件を指定して抽出した。抽出対象は、

2005年 4月～2021年 3月に健康保険組合に加入

していた勤労者及びその家族（0歳〜74歳）であ

る。2005年 4月〜2021年 3月の間に医療機関を

受診して睡眠薬を処方された加入者の診療情報

（各月に処方された睡眠薬の種類とその合計処方

量）を抽出した。 

 

2. 睡眠薬 

 

以下に解析対象の睡眠薬を示す。睡眠薬の力価

は日本精神科評価尺度研究会が作成した睡眠薬の

等価換算を用い、等価換算が定められてない薬剤

については、フルニトラゼパム 1mg＝スボレキサ

ント 20mg＝レンボレキサント 10mg＝メラトニン

4mg とした(2)。 

 

(1) ベンゾジアゼピン系睡眠薬        

エチゾラム、エスタゾラム、クアゼパム、ト

リアゾラム、ニトラゼパム、ニメタゼパム、

ハロキサゾラム、フルニトラゼパム、フルラ

ゼパム、ブロチゾラム、リルマザホン、ロル

メタゼパム (※エチゾラムは就寝前の処方の

み睡眠薬とみなした) 

(2) 非ベンゾジアゼピン系睡眠薬       

エスゾピクロン、ゾルピデム、ゾピクロン 

(3) バルビツール酸系睡眠薬         

アモバルビタール、バルビタール、ペントバ

ルビタール 

(4) メラトニン受容体作動薬         

メラトニン、ラメルテオン 

(5) オレキシン受容体拮抗薬         

スボレキサント、レンボレキサント 

(6) その他                 

セミコハク酸ブトクタミド、パッシフローラ 

エキス、ブロモバレリル尿素、抱水クロラー

ル 

 

 

3. 対象者 

 

2005年 4月～2021年 3月に睡眠薬を 1度でも

処方された加入者のうち、以下の(1)～(3)の条件

を満たす加入者を本研究の対象者とした。 

 

(1) 診療報酬データの観察開始から睡眠薬の初処

方が 3ヶ月以上あいている加入者 

(2) 睡眠薬の初処方から 12ヶ月以上診療報酬デ

ータを追跡できた加入者 

(3) 睡眠薬の初処方が以下の期間 1～期間 4に該

当した加入者。期間 1～期間 4は診療報酬改

定が行われたタイミングで設定した。 

➢ 期間 1：2009年 4 月～2011年 3月 

➢ 期間 2：2012年 4 月～2013年 3月 

➢ 期間 3：2014年 4 月～2015年 3月 

➢ 期間 4：2018年 4 月～2019年 3月 

 

 

4. 調査項目 

 

睡眠薬を初処方された加入者の年齢、性別、初

処方月の睡眠薬のクラス、初処方月の睡眠薬の総

力価、初処方月の睡眠薬の種類数、および睡眠薬

の連続処方期間（月）を調査した。睡眠薬の連続

処方期間は最大 12ヶ月とした。多くの睡眠薬の

処方可能な最長日数が 30日以内であること、臨

床現場ではしばしば飲み忘れなどで残薬が生じて

1ヶ月毎に受診しない患者も一定数いると考えら

れることなどから、本研究では 2ヶ月連続で睡眠

薬が処方されなかった場合に睡眠薬が中止された

と判断した。例えば、初処方から 3ヶ月連続で睡

眠薬が処方され、4ヶ月目と 5ヶ月目に睡眠薬が

処方されなかった場合、連続処方期間は 3ヶ月と

なる。また、1ヶ月目～11 ヶ月目まで睡眠薬が毎

月処方されたが 12ヶ月目に処方がなされなかっ

た加入者については、13ヶ月目の睡眠薬の処方

の有無を調査して連続処方期間を判断した。ま

た、1ヶ月目～11ヶ月目まで睡眠薬が毎月処方さ

れたが 12ヶ月目には睡眠薬の処方がなく、13ヶ

月目に健康保険組合から脱退したものの連続処方

期間は 11ヶ月とした。 

 

 

5. 統計解析 

 

各期間におけるデモグラフィックデータについ

て、連続変数は平均±標準偏差、名義変数につい

ては数（％）で示した。生存期間は、カプランマ

イヤー法で算出し、統計学的有意差検定はログラ
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ンクテストにて行った。有意水準は p＜0.05と

し、多重比較は Bonferroniの補正を行った。統

計解析ソフトは SPSS for Windows V28.0 (SPSS

社製) を用いた。 

 

 

6. 倫理面への配慮 

 

本研究はヘルシンキ宣言および人を対象とする

生命科学・医学系研究に関する倫理指針に従って

実施された。また、匿名加工情報を用いた研究で

あるため、各加入者からのインフォームドコンセ

ントは行わなかった。 

 

 

Ｃ．研究結果 

 

2005年 4月～2021年 3月の延べ加入者数は 1124

万 4687名であった。研究期間中に睡眠薬を 1度で

も処方された加入者は 92 万 5155 名おり、そのう

ち診療報酬データの観察開始から睡眠薬の初処方

が 3ヶ月以上あいている加入者は 64万 9358名で、

さらにそのうち睡眠薬の初処方から 12 ヶ月以上

診療報酬データを追跡できた加入者は 47 万 2754

名であった。本研究における対象者は 47 万 2754

名中、初処方された月が本研究で定めた期間 1～4

に該当した 14万 9094名となった。 

表 2 にデモグラフィックデータを示す。すべて

の期間で、睡眠薬が初処方された年齢は 40歳台前

半で、男女比は男性の割合が 50％前半を占めた。

また、すべての期間において、初処方月の睡眠薬

の種類数は 1種類が約 90％、2種類が約 7％、3種

類以上は 1％未満であり、初処方月の睡眠薬力価

はフルニトラゼパム換算で約 0.4mg/日と、期間を

とおして大きな変化はなかった。その一方で、初

処方月の睡眠薬のクラスについては大きな変化が

あり、経年的にベンゾジアゼピン系睡眠薬が初処

方される割合が減り、非ベンゾジアゼピン系睡眠

薬やオレキシン系受容体拮抗薬、メラトニン受容

体作動薬が初処方される割合が増加した。 

図 1 に睡眠薬の連続処方期間の生存曲線を示

す。12ヶ月連続処方された加入者は対象者の 10.9

％（期間 1：11.3％、期間 2：11.2％、期間 3：

10.7％、期間 4：10.7％）であった。睡眠薬の連

続処方期間の平均値は期間 1、2、4が 3.1ヶ月（95

％信頼区間：3.0-3.1）、期間 3が 3.0ヶ月（95％

信頼区間：3.0-3.1）であり、期間の間で有意差は

認められなかった。 

 

 

Ｄ．考察 

 

本研究では、睡眠薬の適正使用を目的とした計

4 回にわたる診療報酬改定の睡眠薬長期処方に対

する効果を調査したが、診療報酬改定の効果を示

すことはできなかった。ただし、2018年の診療報

酬改定はベンゾジアゼピン受容体作動薬の長期処

方を対象としたものであるが、本研究では睡眠薬

の連続処方期間を調査したものの、ベンゾジアゼ

ピン受容体作動薬の連続処方期間は調査していな

い。そのため、今後ベンゾジアゼピン受容体作動

薬の連続処方期間に対する診療報酬改定の効果が

検証されることが望まれる。 

 

 

Ｅ．結論 

 

睡眠薬の長期処方に対して、診療報酬改定の効

果は認められなかった。 

 

 

Ｆ. 限界 

 

 本研究では睡眠薬の長期処方に関連する交絡因

子や社会的要因を考慮していない。 
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図 1 期間別の睡眠薬連続処方期間 

 

縦軸は睡眠薬を連続処方されている加入者の割合、横軸は連続処方された月数を示す。睡眠薬を初処方

された時期で、期間 1～4に群分けした。期間1は2009年4月～2011年3月、期間2は2012年4月～2013年3

月、期間3は2014年4月～2015年3月、期間4は2018年4月～2019年3月である。すべての期間の間で連続処

方期間に有意差は認められなかった（期間 1 vs 期間 2、期間 1 vs 期間 3、期間 1 vs 期間 4、期間 2 

vs 期間 3、期間 2 vs 期間 4、期間 3 vs 期間 4）。 
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表 1 睡眠薬の多剤併用、長期処方に対する診療報酬改定 

 

改定年度 算定要件 改定内容 

睡眠薬の多剤併用に対する診療報酬改定 

平成 24年度 

（2012年度） 

1回の処方において、3種類以上の睡眠

薬を投与した場合 

精神科継続外来支援・指導料（1日につ

き 55点）➡100分の 80の点数で算定 

平成 26年度 

（2014年度） 
3種類以上の睡眠薬の投薬を行った場合 

精神科継続外来支援・指導料➡算定不可 

処方せん料 68点➡30点 

処方料   42点➡20点 

薬剤料   100分の 80の点数で算定 

平成 30年度 

（2018年度） 

3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡

眠薬、または 4種類以上の抗不安薬およ

び睡眠薬の投薬を行った場合 

処方せん料 68点➡28点 

処方料   42点➡18点 

薬剤料   100分の 80の点数で算定 

不安の症状又は不眠の症状に対し、ベン

ゾジアゼピン系の薬剤を 12 月以上連続

して同一の用法・用量で処方されている

場合 

処方せん料 68点➡40点 

処方料   42点➡29点 

ベンゾジアゼピン系薬剤の長期処方に対する診療報酬改定 

平成 30年度 

（2018年） 

直近の処方時に、向精神薬の多剤処方の

状態にあった患者又は不安の症状又は不

眠の症状に対し、ベンゾジアゼピン系の

薬剤を 12 月以上連続して同一の用法・

用量で処方されていた患者であって、減

薬の上、薬剤師（処方料については薬剤

師又は看護職員）に症状の変化等の確認

を指示した場合 

処方せん料 68点➡80点 

処方料   42点➡54点 
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表 2 睡眠薬初処方時のデモグラフィックデータ 

 

    期間 1 期間 2 期間 3 期間 4 

対象者数（人）   19438 20557 30367 78732 

年齢（歳）   42.0±14.0 43.7±14.3 42.8±14.1 43.0±14.4 

性別（男性）   52.1% 53.7% 54.2% 50.9% 

睡眠薬力価 

（95%信頼区間） 
  

0.41 

 (0.40-0.41) 

0.41  

(0.40-0.41) 

0.40  

(0.39-0.40) 

0.42  

(0.42-0.42) 

睡眠薬の種類数           

1種類   91.6% 92.0% 92.1% 91.4% 

2種類   7.5% 7.3% 7.1% 7.8% 

3種類以上   0.9% 0.7% 0.8% 0.8% 

睡眠薬のクラス           

BZ 1クラスのみ   58.1% 54.2% 50.7% 36.5% 

NBZ 1クラスのみ   32.0% 35.5% 36.9% 38.8% 

BA 1クラスのみ   0.9% 0.6% 0.7% 0.6% 

MRA 1クラスのみ   1.3% 2.7% 3.5% 5.5% 

ORA 1クラスのみ   0.0% 0.0% 1.0% 10.8% 

その他 1クラスのみ   2.8% 2.2% 1.8% 0.9% 

2クラス以上併用   4.9% 4.8% 5.3% 6.8% 

睡眠薬力価はフルニトラゼパム換算（mg/day）で示した。 

BZ：ベンゾジアゼピン系睡眠薬、NBZ：非ベンゾジアゼピン系睡眠薬、BA：バルビツール酸系睡眠薬、MRA

：メラトニン受容体作動薬、ORA：オレキシン受容体拮抗薬。 

 


